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小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス大東 

利用契約書 

 

 

     様 （以下、「利用者」という。）と社会福祉法人篤心会（以下「事業者」

という。）は、事業者が利用者に対して行う小規模多機能型居宅介護サービスについて、

次のとおりに契約する。 

 

第１条（契約の目的） 

１ 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的として、第４条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供する。 

２ 事業者が利用者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金などの重

要事項は【別紙（重要事項）】に定めるとおりとする。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了

日までとする。 

２ 契約期間満了の７日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申

し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要支援又は要介護状態と認定さ

れた場合、契約は更新されるものとする。 

 

第３条（居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画の作成・変更） 

１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計

画」および「小規模多機能型居宅介護計画」を作成する。 

２ 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、小規模多

機能型居宅介護の目標を設定し、「居宅サービス計画」および「小規模多機能型居宅

介護計画」に基づき計画的に行う。 

３ 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により援助目標や

具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または利用者もしくはその家族等

の要請に応じて、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について変更の

必要があるかどうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合には、利用者

およびその家族等と協議して居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画

を変更するものとする。 

４ 前項の変更に際して、医療系のサービス等居宅サービス計画の変更が必要となる場

合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行う。 
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５ 事業者は、居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護の作成および変更に当

たっては、利用者およびその家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとす

る。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において利用

者に対して日常生活上の世話および機能訓練を提供するサービス（以下、「通いのサ

ービス」という）利用者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下、「訪問サー

ビス」という）および事業者のサービス拠点に宿泊するサービス（以下、「宿泊サー

ビス」という）を柔軟に組み合わせ、小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供する。 

 

第５条（契約の開始） 

  利用と同時に契約を結び、サービスの提供を開始する。 

 

第６条（契約の終了） 

１ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。 

（１）利用者が死亡した場合。 

（２）要介護認定により利用者の心身の状況が自立（非該当）と判定された場合。 

 

第７条（利用者からの中途解約・契約解除） 

１ 利用者は事業者に対して７日間の予告期間をおいて、この契約を解約することがで

きる。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができる。 

  ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ち

にこの契約を解約することができる。 

２ 次の事由に該当した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができる。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

 

第８条（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。 

（１）利用者が契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その結果契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合。 
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（２）利用者が、事業者に支払うべきサービス利用料を正当な理由なく３ヶ月以上遅延

し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合。 

（３）利用者またはその家族が事業者や事業所の職員または他の利用者に対してこの契

約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

（４）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他の関係者が、故意

に介護保険法その他諸法令に抵触するもしくは著しく常識を逸脱する行為をなし、

またはそのような行為を事業所に求め、事業所の再三の申し入れにも係わらず改善

の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難な場合。 

（５）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他関係者が、故意も 

  しくは重大な過失により事業者もしくはサービス提供者の説明・身体・財産・信用 

  等の侵害・毀損、または著しい背信行為もしくは度重なる罵倒・暴言・脅迫等によ 

  り信頼関係を破壊し、本契約を継続することが著しく困難な場合。 

 

第９条（契約終了時の援助） 

  契約の解除または終了する場合には、事業者は予め居宅介護支援事業者に対する

情報の提供を行うとともに、その他の保健医療サービスまたは福祉サービス提供者

等と連携し、利用者に対して必要な援助を行う。 

 

第１０条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【別紙（重要事項）】に定める、利用者負担金を

支払う。 

２ サービス利用料は月額制とする。月途中から登録した場合、または月途中から登録

を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払う。 

３ 事業者は、当月の利用者負担金の合計額を請求書に明細を付して、翌月１５日まで

に利用者に通知する。 

４ 利用者は当月の料金額を翌月２５日までに銀行振込・銀行引き落としのいずれかの

方法で支払う。 

５ 事業者は、料金の支払いを受けたときは、領収書を発行する。 

 

第１１条（利用の中止、変更、追加） 

１ 利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができる。この場合には、原則としてサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出るものとする。 

２ 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業

者の稼働状況により、利用者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利

用可能日時を利用者に提示して協議するものとする。 
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第１２条（利用料金の変更） 

１ 事業者は、利用者または身元引受人に対して、１ヶ月前までに文書で通知すること

により利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができる。ただし、介護保険

改正による場合はやむを得ず１ヶ月に満たない場合もある。 

２ 利用者および身元引受人および連帯保証人は料金の変更を承諾する場合、事業者の

作成した【別紙（重要事項）】を差し替え、保管することとする。 

 

第１３条（事業者およびサービス従事者の義務） 

１ 事業者および従業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全・

確保に配慮するものとする。 

２ 事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めるも

のとする。 

３ 事業者は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期

的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るもの

とする。 

４ 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図るものとする。 

５ 事業者は、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を作成し、

この契約の終了後５年間保管する。 

６ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、事業所に

て、当該利用者に関する第５項のサービスに関する実施記録を閲覧できる。 

７ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、当該利用

者に関する第５項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができる。この場

合において、事業者は実費相当額を請求することができる。 

 

第１４条（身元引受人） 

１ 事業者は、利用者の家族に対し身元引受人を求めることとする。ただし、社会通念

上利用者の家族に身元引受人を立てることのできない相当の理由が認められる場合

は、その限りではない。 

２ 身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用

者と連帯して履行の責任を負う。 

３ 身元引受人は前項の責任のほか、次の各号の責任を負う。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよ

うに協力すること。 

（２）契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切

な受け入れ先の確保に努めること。 



 5 

（３）利用者が死亡した場合の遺体および遺留金品の処理その他の必要な措置。 

（４）身元引受人は、利用者に係る緊急時の連絡先となる。 

 

第１５条（連帯保証人） 

１ 事業者は、利用者に対し連帯保証人を求めることとする。ただし、社会通念上利用

者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限り

ではない。 

２ 連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、身元

引受人と共に履行の責任を負う。 

３ 連帯保証人の負担は、極度額６１万円を限度とする。 

 

第１６条（個人情報の保護） 

１ 事業者および事業所の職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者または身元

引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由

なく第三者に漏さない。この守秘義務は契約終了後も同様とする。 

２ 事業者は、事業所の職員が退職後も、就業中に業務上知り得た利用者または身元引

受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由な

く第三者に漏らすことのないように必要な措置を講じる。 

３ 事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、関係機関や各

団体等に対し、利用者またはその家族の個人情報を提供しない。 

 

第１７条（賠償責任） 

１ 事業者は、サービス提供に当って故意または過失により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する。 

  ただし、利用者に故意または過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を

斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとす

る。 

２ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、賠償責任を負わない。とりわけ

以下の各号に該当する場合には事業者は損害賠償責任を免れる。 

（１）利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場

合。 

（２）利用者がサービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

（３）利用者が急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に
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もっぱら起因して損害が発生した場合。 

（４）利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合。 

３ 居室または備品等について、利用者による故意または重大な過失により通常の保 

守･管理の程度を超える補修が必要となった場合には、利用者または身元引受人な 

らびに連帯保証人はその費用を負担する。 

 

第１８条（緊急時の対応） 

１ 事業者は、主治医に連絡をとり、利用者が専門的な医療機関での受診が必要と認め

た場合、または思いがけない事態（内科的急変、転倒等による骨折・受傷）を生じ

た場合は、主治医または、協力医療機関に診療を依頼する。 

２ 前項の状況になったとき事業者は利用者に説明し、かつ身元引受人または緊急時連

絡先に対し、早急に連絡する。連絡がつかなかった場合は、事後に至ることもある。 

３ 前２項にかかわらず、心身が急変し、緊急の処置が必要と判断した場合、人命優先

で直ちに主治医または、協力医療機関に搬送し、身元引受人に連絡する。 

 

第１９条（相談・苦情対応） 

   事業者は、利用者または身元引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他の関

係者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、事業所の設備またはサービスに

関する利用者および身元引受人の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。 

 

第２０条（身体の拘束等） 

   事業者は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。ただし、事業所の「身

体拘束廃止に関する指針」に基づき、緊急時やむを得ない場合は、身体拘束その他

利用者の行動を制限する行為を行うことがある。 

 

第２１条（虐待防止に関わる事項） 

 １ 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の項目に掲げる措置を

講じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止の為の指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置。 

 ２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 
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第２２条（裁判管轄） 

   この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者ならびに身

元引受人は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予

め合意する。 

 

第２３条（感染症の予防及びまん延の防止） 

   事業所において感染症または食中毒が発生し、まん延しないように措置を講じる。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催。 

（２）従業員への委員会結果の周知。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。 

（４）研修・訓練(シュミレーション)の実施。 

 

第２４条（業務継続計画） 

   当施設は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施す

るため、また非常時の体制で早期の業務再開を図る為の業務継続計画（BCP）を策

定し、当該業務継続計画に従い、以下の通りに必要な措置を講じるものとする。 

 １ 業務継続計画の策定、および定期的な計画の見直し。 

 ２ 従業員への業務継続計画の周知。 

 ３ 研修・訓練（シュミレーション）の実施。 

 

第２５条（その他運営に関する留意事項） 

当施設は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に

ついて、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 上記の契約を証するため本書３通を作成し、身元引受人、事業者、連帯保証人が署名

押印の上、１通ずつ保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

契約締結日     令和  年  月  日 
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   事業者 

     〈事業者名〉     社会福祉法人 篤心会 

     〈住所〉       須賀川市和田字沓掛４８－１ 

     〈代表者名〉     理事長   津田 達徳       ㊞ 

 

事業所 

  〈事業所名〉     小規模多機能型居宅介護事業所  

エルピス大東 

  〈住所〉       須賀川市雨田字前中山７８－５ 

  〈管理者〉        柳沼 透子           ㊞ 

 

   利用者 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   身元引受人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   連帯保証人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

 

 【本契約書第１０条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

氏  名                        （続柄     ） 

住  所  

電話番号  

お支払い方法 銀行振込  ・  銀行引き落とし 

別紙（重要事項） 

令和６年６月１日現在 
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◎ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 篤心会 

法人所在地 須賀川市和田字沓掛４８番１ 

代表者名 理事長 津田 達徳 

電話番号 ０２４８―９４－８１００ 

 

◎ 事業所 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス大東 

事業所の所在地 須賀川市雨田字前中山７８－５ 

管理者名 柳沼 透子 

電話番号 ０２４８－７９－１０３０ 

ＦＡＸ番号 ０２４８－７９－１０４０ 

 

◎ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援または要介護者状態となった利用者が、可能な限りそ

の自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環

境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行う事

により利用者の日々の暮らしの支援を行い、孤立感の解消およ

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体および精神的負

担の軽減を図ることを目的とする。 

運営の方針 

 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サービス、および宿泊サービスを柔軟

に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援する。 

 

 

 

◎ 事業所の概要 

（１）主な設備 
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   食堂兼居間     ３８．２２ ㎡ 調 理 室    １３．２４ ㎡ 

   浴   室     １０．１１ ㎡ 脱 衣 室     ７．４５ ㎡ 

 

（２）居室 

   居室（洋室）      ９．９３ ㎡（６室）  ８．８３ ㎡（１室） 

（和室）     ８．８３ ㎡（２室） 

  ※利用者の居室は原則個室（定員１名）とする。ただし、処遇上必要と認められる場

合は定員２名とすることができる。 

 

（３）職員体制 

従業員の種類 定 数 業 務 内 容 備 考 

管理者 １名 ・運営管理  

介護支援専門員 

計画作成担当者 

１名以上 ・生活相談並びに支援 

・個人別計画作成、関係機関との連絡

調整 

兼務 

看護師 １名 ・利用者の健康状態把握 

・かかりつけ医等の関係医療機関との

連携 

 

介護職員 ５名以上 ・利用者の心身の状況等を的確に把握  

し、介助を行う 

 

 

（４）営業日および営業時間 

  ①営業日     年中無休 

  ②営業時間 

   ・通いサービス（基本時間）   ９時３０分～１６時００分 

   ・宿泊サービス（基本時間）  １７時００分～ ９時００分 

   ・訪問サービス（基本時間）  ２４時間 

   ※緊急時および必要時においては柔軟に通い、訪問および宿泊サービスを提供する。 

 

（５）利用定員 

   登録定員は２５名とする。 

   ・通いサービス定員 1日 １５名 

   ・宿泊サービス定員 1日  ９名 

（６）サービス内容 

  ①通いサービス 
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   事業所において、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

  （日常生活の援助） 

日常生活動作能力に応じて、移動、移乗介助、通院介助等必要な介護を提供する。 

  （食事） 

食事の準備、後片付け、及び食事の提供、摂取介助を実施する。また、希望に応

じ、調理室や食堂において職員と一緒に調理をすることができる。 

（入浴） 

入浴時間、頻度等を利用者や家族と協議し、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、洗体

の介助、入浴サービスを提供する。 

  （排泄） 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適

切な援助を行う。 

  （健康チェック） 

    血圧測定等利用者の全身状態の把握を行う。 

  （機能訓練） 

    利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努める。 

また、利用者の心身の活性化を図るために、レクリエーションやアクティビティ、 

園芸活動や趣味活動への援助を行うとともに、外出の機会の確保や利用者の意向を 

踏まえた地域社会生活継続のための支援を行う。 

  （送迎サービス） 

    基本的に利用者の送迎は、ご家族様の送迎となる。 

ただし家庭の事情や生活環境により送迎が困難な場合には、随時対応する。 

  ②訪問サービス 

    利用者の自宅へお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を 

提供する。 

  ③宿泊サービス 

    事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練 

を提供する。 

 

◎ 送迎地域 

須賀川市全域 事業所より１０㎞越えた場合 １㎞あたり ３５円（大東地区除く） 

 

◎ 利用料金 

 介護保険負担割合証の利用者負担の割合(１割、２割・３割)に応じて利用料金が異なる。 

（１）基本料金（介護保険適用費目） 

要介護区分 
1月あたりの自己負担額 
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1割  2割  3割 

要介護１ １０，４５８円 ２０，９１６円 ３１，３７４円  

要介護２ １５，３７０円 ３０，７４０円 ４６，１１０円  

要介護３ ２２，３５９円 ４４，７１８円 ６７，０７７円  

要介護４ ２４，６７７円 ４９，３５４円 ７４，０３１円  

要介護５ ２７，２０９円 ５４，４１８円 ８１，６２７円  

※月の途中から登録した場合や月の途中で登録を終了した場合には、登録期間に応じて 

  日割りした利用料となる。 

 

（２）加算料金 

 ・初期加算                １日あたり  (１割)      ３０円  

(２割)      ６０円 

(３割)      ９０円 

 

・看護職員配置加算（Ⅰ）         １月あたり  （１割）  ９００円 

                              （２割）１,８００円 

                              （３割）２,７００円 

 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     １月あたり    （１割）  ７５０円 

                               （２割）１,５００円 

                               （３割）２,２５０円  

 

・訪問体制強化加算            １月あたり  （１割）１,０００円 

                              （２割）２,０００円 

                              （３割）３,０００円 

 

 

・総合マネジメント体制強化加算       １月あたり （１割）１,２００円 

                           （２割）２,４００円 

                           （３割）３,６００円 

  

 

・看取り連携体制加算                死亡日から死亡日前３０日以下 

                       １月あたり  （１割）   ６４円 

                              （２割）  １２８円 

                              （３割）  １９２円 
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・科学的介護推進体制加算        １月あたり  （１割）   ４０円 

                              （２割）    ８０円 

                              （３割）   １２０円 

 

・認知症加算(Ⅲ)            １月あたり（１割）   ７６０円 

※認知症日常生活自立度 Ⅲ以上の場合           （２割） １，５２０円 

                             （３割） ２，２８０円 

 

・認知症加算(Ⅳ)            １月あたり（１割）   ４６０円 

※認知症日常生活自立度 要介護 2に該当しⅡ以上の場合   （２割）   ９２０円 

                             （３割） １，３８０円 

 

・介護職員等処遇改善加算        所定単位数に１４．９％乗じた金額 

 

（３）その他の料金（介護保険適用外費目） 

   ・食   費      朝食         １食あたり        ３５０円 

             昼食         １食あたり        ５５０円 

             夕食         １食あたり        ５５０円 

   ・宿泊費                 １泊あたり      １，８００円 

   ・送迎費（送迎地域外）          １㎞あたり         ３５円 

 ・電気器具持込使用料（持込台数毎）    １ｗあたり         ２５円 

・テレビ貸出料（延べ日数）         １Ｗあたり         ２５円 

     ・その他（理美容代、個別外出時の費用等）                       実  費 

※また、レクリエーション等による材料費が発生した際、自費負担をお願いする場合が 

ある。 

 

（４）償還払い 

  介護認定申請前にサービスを受けた時や保険料の未納等にて償還払いの対象になった

場合、利用者が介護保険サービスの費用の全額をいったん支払い、あとで市町村から給

付分の払い戻しを受ける償還払いの規定が適用される。 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

  利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出るものとする。 
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  事業者は、利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況に

より、利用者の希望する日時にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を利用

者に提示して協議するものとする。 

 

◎ 相談、要望、苦情等の窓口 

利用に関する相談、要望、苦情等はサービス責任者か下記窓口までお申し出下さい。 

電話番号     ０２４８－７９－１０３０ 

   苦情解決責任者  管  理  者     柳沼 透子 

   苦情受付担当者  介護支援専門員     相樂 さおり 

   苦情受付第三者委員  地域代表  鈴木 直樹 （０９０－６２２１－０５３６） 

行政の問い合わせ先 須賀川市役所長寿福祉課    （０２４８－８８－８１１７） 

             福島県運営適正化委員会   （０２４－５２３－２９４３） 

             国保連介護福祉課苦情相談窓口（０２４－５２８－００４０） 

 

◎ 虐待防止の窓口 

虐待防止責任者  管  理  者   柳沼 透子 

虐待防止担当者  介 護リーダー   高野 加奈子 

 

◎ 運営推進会議の設置 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい 

て定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、

下記の通り運営推進会議を設置する。 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ

ー職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催：２ヶ月に１回開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成する。 

 

◎ 事故発生時の対応 

（１）利用者に事故が発生した場合は、速やかに家族並びに市町村（保険者）等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。  

◎ 非常災害の対応 

 火災通報装置等の設備があり、また、随時避難訓練を行い適切に対応する。 
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（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス大東 

利用契約書 

 

     様 （以下、「利用者」という。）と社会福祉法人篤心会（以下「事業者」と

いう。）は、事業者が利用者に対して行う介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに

ついて、次のとおりに契約する。 

 

第１条（契約の目的） 

１ 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的として、第３条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供する。 

２ 事業者が利用者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金などの重

要事項は【別紙（重要事項）】に定めるとおりとする。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了

日までとする。 

２ 契約期間満了の７日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申

し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要支援状態と認定された場合、

契約は更新されるものとする。 

 

第３条（居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画の作成・変更） 

１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「介護予防サービ

ス計画」および「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」を作成する。 

２ 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、小規模多

機能型居宅介護の目標を設定し、「介護予防サービス計画」および「介護予防小規模

多機能型居宅介護計画」に基づき計画的に行う。 

３ 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により援助目標や

具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または利用者もしくはその家族等

の要請に応じて、介護予防サービス計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画に

ついて変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合

には、利用者およびその家族等と協議して介護予防サービス計画および介護予防小規

模多機能型居宅介護計画を変更するものとする。 

４ 前項の変更に際して、医療系のサービス等介護予防サービス計画の変更が必要とな

る場合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行う。 

５ 事業者は、介護予防サービス計画および介護予防小規模多機能型居宅介護の作成お
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よび変更に当たっては、利用者およびその家族に対して説明し、同意を得た上で決定

するものとする。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において利用

者に対して日常生活上の世話および機能訓練を提供するサービス（以下、「通いのサ

ービス」という）利用者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下、「訪問サー

ビス」という）および事業者のサービス拠点に宿泊するサービス（以下、「宿泊サー

ビス」という）を柔軟に組み合わせ、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に沿って

提供する。 

 

第５条（契約の開始） 

  利用と同時に契約を結び、サービスの提供を開始する。 

 

第６条（契約の終了） 

１ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。 

（１）利用者が死亡した場合。 

（２）要介護認定により利用者の心身の状況が自立（非該当）と判定された場合。 

 

第７条（利用者からの中途解約・契約解除） 

１ 利用者は事業者に対して７日間の予告期間をおいて、この契約を解約することがで

きる。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができる。 

  ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ち

にこの契約を解約することができる。 

２ 次の事由に該当した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができる。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

 

第８条（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。 

（１）利用者が契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その結果契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合。 
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（２）利用者が、事業者に支払うべきサービス利用料を正当な理由なく３ヶ月以上遅延

し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合。 

（３）利用者またはその家族が事業者や事業所の職員または他の利用者に対してこの契

約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

（４）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他の関係者が、故意

に介護保険法その他諸法令に抵触するもしくは著しく常識を逸脱する行為をなし、

またはそのような行為を事業所に求め、事業所の再三の申し入れにも係わらず改善

の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難な場合。 

（５）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他関係者が、故意も 

  しくは重大な過失により事業者もしくはサービス提供者の説明・身体・財産・信用 

  等の侵害・毀損、または著しい背信行為もしくは度重なる罵倒・暴言・脅迫等によ 

  り信頼関係を破壊し、本契約を継続することが著しく困難な場合。 

 

第９条（契約終了時の援助） 

 契約の解除または終了する場合には、事業者は予め居宅介護支援事業者に対する情 

報の提供を行うとともに、その他の保健医療サービスまたは福祉サービス提供者等と 

連携し、利用者に対して必要な援助を行う。 

 

第１０条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【別紙（重要事項）】に定める、利用者負担金を

支払う。 

２ サービス利用料は月額制とする。月途中から登録した場合、または月途中から登録

を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払う。 

３ 事業者は、当月の利用者負担金の合計額を請求書に明細を付して、翌月１５日まで

に利用者に通知する。 

４ 利用者は当月の料金額を翌月２５日までに銀行振込・銀行引き落としのいずれかの

方法で支払う。 

５ 事業者は、料金の支払いを受けたときは、領収書を発行する。 

 

第１１条（利用の中止、変更、追加） 

１ 利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができる。この場合には、原則としてサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出るものとする。 

２ 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業

者の稼働状況により、利用者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利

用可能日時を利用者に提示して協議するものとする。 
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第１２条（利用料金の変更） 

１ 事業者は、利用者または身元引受人に対して、１ヶ月前までに文書で通知すること

により利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができる。ただし、介護保

険改正による場合はやむを得ず１ヶ月に満たない場合もある。 

２ 利用者および身元引受人および連帯保証人は料金の変更を承諾する場合、事業者の

作成した【別紙（重要事項）】を差し替え、保管することとする。 

 

第１３条（事業者およびサービス従事者の義務） 

１ 事業者および従業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全・

確保に配慮するものとする。 

２ 事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めるも

のとする。 

３ 事業者は、自ら提供する介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うととも

に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るものとする。 

４ 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図るものとする。 

５ 事業者は、利用者に対する介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を

作成し、この契約の終了後５年間保管する。 

６ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、事業所に

て、当該利用者に関する第５項のサービスに関する実施記録を閲覧できる。 

７ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、当該利用

者に関する第５項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができる。この場

合において、事業者は実費相当額を請求することができる。 

 

第１４条（身元引受人） 

１ 事業者は、利用者の家族に対し身元引受人を求めることとする。ただし、社会通念

上利用者の家族に身元引受人を立てることのできない相当の理由が認められる場合

は、その限りではない。 

２ 身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用

者と連帯して履行の責任を負う。 

３ 身元引受人は前項の責任のほか、次の各号の責任を負う。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよ

うに協力すること。 

（２）契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切

な受け入れ先の確保に努めること。 
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（３）利用者が死亡した場合の遺体および遺留金品の処理その他の必要な措置。 

（４）身元引受人は、利用者に係る緊急時の連絡先となる。 

 

第１５条（連帯保証人） 

１ 事業者は、利用者に対し連帯保証人を求めることとする。ただし、社会通念上利用 

者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りで 

はない。 

２ 連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、身元

引受人と共に履行の責任を負う。 

３ 連帯保証人の負担は、極度額１２万円を限度とする。 

 

第１６条（個人情報の保護） 

１ 事業者および事業所の職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者または身元

引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由

なく第三者に漏さない。この守秘義務は契約終了後も同様とする。 

２ 事業者は、事業所の職員が退職後も、就業中に業務上知り得た利用者または身元引

受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由な

く第三者に漏らすことのないように必要な措置を講じる。 

３ 事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、関係機関や各

団体等に対し、利用者またはその家族の個人情報を提供しない。 

 

第１７条（賠償責任） 

１ 事業者は、サービス提供に当って故意または過失により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する。 

  ただし、利用者に故意または過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を

斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとす

る。 

２ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、賠償責任を負わない。とりわけ

以下の各号に該当する場合には事業者は損害賠償責任を免れる。 

（１）利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場

合。 

（２）利用者がサービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

（３）利用者が急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に
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もっぱら起因して損害が発生した場合。 

（４）利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合。 

３ 居室または備品等について、利用者による故意または重大な過失により通常の保 

守･管理の程度を超える補修が必要となった場合には、利用者または身元引受人なら 

びに連帯保証人はその費用を負担する。 

 

第１８条（緊急時の対応） 

１ 事業者は、主治医に連絡をとり、利用者が専門的な医療機関での受診が必要と認め 

た場合、または思いがけない事態（内科的急変、転倒等による骨折・受傷）を生じた 

場合は、主治医または、協力医療機関に診療を依頼する。 

２ 前項の状況になったとき事業者は利用者に説明し、かつ身元引受人または緊急時連 

絡先に対し、早急に連絡する。連絡がつかなかった場合は、事後に至ることもある。 

３ 前２項にかかわらず、心身が急変し、緊急の処置が必要と判断した場合、人命優先 

で直ちに主治医または、協力医療機関に搬送し、身元引受人に連絡する。 

 

第１９条（相談・苦情対応） 

  事業者は、利用者または身元引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他の関係 

者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、事業所の設備またはサービスに関す 

る利用者および身元引受人の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。 

 

第２０条（身体の拘束等） 

  事業者は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。ただし、事業所の「身体 

拘束廃止に関する指針」に基づき、緊急時やむを得ない場合は、身体拘束その他利用 

者の行動を制限する行為を行うことがある。 

 

第２１条（虐待防止に関わる事項） 

１ 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の項目に掲げる措置を講 

じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止の為の指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 
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第２２条（裁判管轄） 

  この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者ならびに身元 

引受人は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合 

意する。 

 

第２３条（感染症の予防及びまん延の防止） 

  事業所において感染症または食中毒が発生し、まん延しないように措置を講じる。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催。 

（２）従業員への委員会結果の周知。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。 

（４）研修・訓練(シュミレーション)の実施。 

 

第２４条（業務継続計画） 

  当施設は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施する

ため、また非常時の体制で早期の業務再開を図る為の業務継続計画（BCP）を策定し、

当該業務継続計画に従い、以下の通りに必要な措置を講じるものとする。 

 １ 業務継続計画の策定、および定期的な計画の見直し。 

 ２ 従業員への業務継続計画の周知。 

 ３ 研修・訓練（シュミレーション）の実施。 

 

第２５条（その他運営に関する留意事項） 

当施設は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者につ

いて、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 上記の契約を証するため本書３通を作成し、身元引受人、事業者、連帯保証人が署名

押印の上、１通ずつ保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

契約締結日       年    月    日 
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   事業者 

     〈事業者名〉     社会福祉法人 篤心会 

     〈住所〉       須賀川市和田字沓掛４８－１ 

     〈代表者名〉     理事長   津田 達徳       ㊞ 

 

事業所 

  〈事業所名〉     小規模多機能型居宅介護事業所  

エルピス大東 

  〈住所〉       須賀川市雨田字前中山７８－５ 

  〈管理者〉        柳沼 透子           ㊞ 

 

   利用者 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   身元引受人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   連帯保証人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

 

 【本契約書第１０条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

氏  名                        （続柄     ） 

住  所  

電話番号  

お支払い方法 銀行振込  ・  銀行引き落とし 

別紙（重要事項） 

令和６年６月１日現在 
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◎ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 篤心会 

法人所在地 須賀川市和田字沓掛４８番１ 

代表者名 理事長 津田 達徳 

電話番号 ０２４８―９４－８１００ 

 

◎ 事業所 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス大東 

事業所の所在地 須賀川市雨田字前中山７８－５ 

管理者名 柳沼 透子 

電話番号 ０２４８－７９－１０３０ 

ＦＡＸ番号 ０２４８－７９－１０４０ 

 

◎ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援または要介護者状態となった利用者が、可能な限りそ

の自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環

境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行う事

により利用者の日々の暮らしの支援を行い、孤立感の解消およ

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体および精神的負

担の軽減を図ることを目的とする。 

運営の方針 

 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サービス、および宿泊サービスを柔軟

に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援する。 

 

 

 

◎ 事業所の概要 

（１）主な設備 
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   食堂兼居間     ３８．２２ ㎡ 調 理 室    １３．２４ ㎡ 

   浴   室     １０．１１ ㎡ 脱 衣 室     ７．４５ ㎡ 

 

（２）居室 

   居室（洋室）      ９．９３ ㎡（２室）  ８．８３ ㎡（１室） 

（和室）     ８．８３ ㎡（２室） 

  ※利用者の居室は原則個室（定員１名）とする。ただし、処遇上必要と認められる場

合は定員２名とすることができる。 

 

（３）職員体制 

従業員の種類 定 数 業 務 内 容 備 考 

管理者 １名 ・運営管理  

介護支援専門員 

計画作成担当者 

１名以上 ・生活相談並びに支援 

・個人別計画作成、関係機関との連絡

調整 

兼務 

看護師 １名 ・利用者の健康状態把握 

・かかりつけ医等の関係医療機関との

連携 

 

介護職員 ５名以上 ・利用者の心身の状況等を的確に把握  

し、介助を行う 

 

 

（４）営業日および営業時間 

  ①営業日     年中無休 

  ②営業時間 

   ・通いサービス（基本時間）   ９時３０分～１６時００分 

   ・宿泊サービス（基本時間）  １７時００分～ ９時００分 

   ・訪問サービス（基本時間）  ２４時間 

   ※緊急時および必要時においては柔軟に通い、訪問および宿泊サービスを提供する。 

 

（５）利用定員 

   登録定員は２５名とする。 

   ・通いサービス定員 1日 １５名 

   ・宿泊サービス定員 1日  ９名 

（６）サービス内容 

  ①通いサービス 
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   事業所において、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

  （日常生活の援助） 

日常生活動作能力に応じて、移動、移乗介助、通院介助等必要な介護を提供する。 

  （食事） 

食事の準備、後片付け、及び食事の提供、摂取介助を実施する。また、希望に応

じ、調理室や食堂において職員と一緒に調理をすることができる。 

（入浴） 

入浴時間、頻度等を利用者や家族と協議し、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、洗体

の介助、入浴サービスを提供する。 

  （排泄） 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適

切な援助を行う。 

  （健康チェック） 

    血圧測定等利用者の全身状態の把握を行う。 

  （機能訓練） 

    利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努める。 

また、利用者の心身の活性化を図るために、レクリエーションやアクティビティ、 

園芸活動や趣味活動への援助を行うとともに、外出の機会の確保や利用者の意向を 

踏まえた地域社会生活継続のための支援を行う。 

  （送迎サービス） 

    基本的に利用者の送迎は、ご家族様の送迎となる。 

ただし家庭の事情や生活環境により送迎が困難な場合には、随時対応する。 

  ②訪問サービス 

    利用者の自宅へお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を 

提供する。 

  ③宿泊サービス 

    事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練 

を提供する。 

 

◎ 送迎地域 

須賀川市全域 事業所より１０㎞越えた場合 １㎞あたり ３５円（大東地区除く） 

 

◎ 利用料金 

 介護保険負担割合証の利用者負担の割合(１割、２割・３割)に応じて利用料金が異なる。 

（１）基本料金（介護保険適用費目） 

要介護区分 
1月あたりの自己負担額 
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1割  2割  3割 

要支援１ ３，４５０円 ６，９００円 １０，３５０円 

要支援２ ６，９７２円 １３，９４４円 ２０，９１６円 

※月の途中から登録した場合や月の途中で登録を終了した場合には、登録期間に応じて 

  日割りした利用料となる。 

 

（２）加算料金 

 ・初期加算                １日あたり  (１割)      ３０円  

(２割)      ６０円 

(３割)      ９０円 

 

・看護職員配置加算（Ⅰ）         １月あたり  （１割）  ９００円 

                              （２割）１,８００円 

                              （３割）２,７００円 

 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     １月あたり    （１割）  ７５０円 

                               （２割）１,５００円 

                               （３割）２,２５０円  

 

・総合マネジメント体制強化加算       １月あたり （１割）１,２００円 

                           （２割）２,４００円 

                           （３割）３,６００円 

  

・科学的介護推進体制加算        １月あたり  （１割）   ４０円 

                              （２割）    ８０円 

                              （３割）   １２０円 

 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数に１４．９％乗じた金額 

 

 

（３）その他の料金（介護保険適用外費目） 

   ・食   費      朝食         １食あたり        ３５０円 

             昼食         １食あたり        ５５０円 

             夕食         １食あたり        ５５０円 

   ・宿泊費                 １泊あたり      １，８００円 

   ・送迎費（送迎地域外）          １㎞あたり         ３５円 
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 ・電気器具持込使用料（持込台数毎）    １ｗあたり         ２５円 

・テレビ貸出料（延べ日数）         １Ｗあたり         ２５円 

     ・その他（理美容代、個別外出時の費用等）                       実  費 

※また、レクリエーション等による材料費が発生した際、自費負担をお願いする場合が 

ある。 

 

（４）償還払い 

  介護認定申請前にサービスを受けた時や保険料の未納等にて償還払いの対象になった

場合、利用者が介護保険サービスの費用の全額をいったん支払い、あとで市町村から給

付分の払い戻しを受ける償還払いの規定が適用される。 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

  利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出るものとする。 

  事業者は、利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況に

より、利用者の希望する日時にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を利用

者に提示して協議するものとする。 

 

◎ 相談、要望、苦情等の窓口 

利用に関する相談、要望、苦情等はサービス責任者か下記窓口までお申し出下さい。 

電話番号     ０２４８－７９－１０３０ 

   苦情解決責任者  管  理  者     柳沼 透子 

   苦情受付担当者  介護支援専門員     相樂 さおり 

   苦情受付第三者委員  地域代表  鈴木 直樹 （０９０－６２２１－０５３６） 

行政の問い合わせ先 須賀川市役所長寿福祉課    （０２４８－８８－８１１７） 

             福島県運営適正化委員会   （０２４－５２３－２９４３） 

             国保連介護福祉課苦情相談窓口（０２４－５２８－００４０） 

 

 

◎ 虐待防止の窓口 

虐待防止責任者  管  理  者   柳沼 透子 

虐待防止担当者  介護リーダー    高野 加奈子 

 

◎ 運営推進会議の設置 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい 
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て定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、

下記の通り運営推進会議を設置する。 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ

ー職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催：２ヶ月に１回開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成する。 

 

◎ 事故発生時の対応 

（１）利用者に事故が発生した場合は、速やかに家族並びに市町村（保険者）等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。  

 

◎ 非常災害の対応 

 火災通報装置等の設備があり、また、随時避難訓練を行い適切に対応する。 

 



小規模多機能型居宅介護 

エルピス玉川 



 1 

小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス玉川 

利用契約書 

 

 

           様 （以下、「利用者」という。）と社会福祉法人篤心会（以下

「事業者」という。）は、事業者が利用者に対して行う小規模多機能型居宅介護サービ

スについて、次のとおりに契約する。 

 

第１条（契約の目的） 

１ 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的として、第４条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供する。 

２ 事業者が利用者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金などの重

要事項は【別紙（重要事項）】に定めるとおりとする。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は     年  月  日から利用者の要介護認定の有効

期間満了日までとする。 

２ 契約期間満了の７日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申

し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要支援又は要介護状態と認定さ

れた場合、契約は更新されるものとする。 

 

第３条（居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画の作成・変更） 

１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計

画」および「小規模多機能型居宅介護計画」を作成する。 

２ 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、小規模多

機能型居宅介護の目標を設定し、「居宅サービス計画」および「小規模多機能型居宅

介護計画」に基づき計画的に行う。 

３ 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により援助目標や

具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または利用者もしくはその家族等

の要請に応じて、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について変更の

必要があるかどうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合には、利用者

およびその家族等と協議して居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画

を変更するものとする。 

４ 前項の変更に際して、医療系のサービス等居宅サービス計画の変更が必要となる場

合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行う。 
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５ 事業者は、居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護の作成および変更に当

たっては、利用者およびその家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとす

る。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において利用

者に対して日常生活上の世話および機能訓練を提供するサービス（以下、「通いのサ

ービス」という）利用者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下、「訪問サー

ビス」という）および事業者のサービス拠点に宿泊するサービス（以下、「宿泊サー

ビス」という）を柔軟に組み合わせ、小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供する。 

 

第５条（契約の開始） 

  利用と同時に契約を結び、サービスの提供を開始する。 

 

第６条（契約の終了） 

１ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。 

（１）利用者が死亡した場合。 

（２）要介護認定により利用者の心身の状況が自立（非該当）と判定された場合。 

 

第７条（利用者からの中途解約・契約解除） 

１ 利用者は事業者に対して７日間の予告期間をおいて、この契約を解約することがで

きる。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができる。 

  ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ち

にこの契約を解約することができる。 

２ 次の事由に該当した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができる。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

 

第８条（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。 

（１）利用者が契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その結果契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合。 
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（２）利用者が、事業者に支払うべきサービス利用料を正当な理由なく３ヶ月以上遅延

し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合。 

（３）利用者またはその家族が事業者や事業所の職員または他の利用者に対してこの契

約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

（４）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他の関係者が、故意

に介護保険法その他諸法令に抵触するもしくは著しく常識を逸脱する行為をなし、

またはそのような行為を事業所に求め、事業所の再三の申し入れにも係わらず改善

の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難な場合。 

（５）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他関係者が、故意も 

  しくは重大な過失により事業者もしくはサービス提供者の説明・身体・財産・信用 

  等の侵害・毀損、または著しい背信行為もしくは度重なる罵倒・暴言・脅迫等によ 

  り信頼関係を破壊し、本契約を継続することが著しく困難な場合。 

 

第９条（契約終了時の援助） 

  契約の解除または終了する場合には、事業者は予め居宅介護支援事業者に対する

情報の提供を行うとともに、その他の保健医療サービスまたは福祉サービス提供者

等と連携し、利用者に対して必要な援助を行う。 

 

第１０条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【別紙（重要事項）】に定める、利用者負担金を

支払う。 

２ サービス利用料は月額制とする。月途中から登録した場合、または月途中から登録

を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払う。 

３ 事業者は、当月の利用者負担金の合計額を請求書に明細を付して、翌月１５日まで

に利用者に通知する。 

４ 利用者は当月の料金額を翌月２５日までに銀行振込・銀行引き落としのいずれかの

方法で支払う。 

５ 事業者は、料金の支払いを受けたときは、領収書を発行する。 

 

第１１条（利用の中止、変更、追加） 

１ 利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができる。この場合には、原則としてサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出るものとする。 

２ 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業

者の稼働状況により、利用者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利

用可能日時を利用者に提示して協議するものとする。 
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第１２条（利用料金の変更） 

１ 事業者は、利用者または身元引受人に対して、１ヶ月前までに文書で通知すること

により利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができる。ただし、介護保

険改正による場合はやむを得ず１ヶ月に満たない場合もある。 

２ 利用者および身元引受人および連帯保証人は料金の変更を承諾する場合、事業者の

作成した【別紙（重要事項）】を差し替え、保管することとする。 

 

第１３条（事業者およびサービス従事者の義務） 

１ 事業者および従業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全・

確保に配慮するものとする。 

２ 事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めるも

のとする。 

３ 事業者は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期

的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るもの

とする。 

４ 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図るものとする。 

５ 事業者は、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を作成し、

この契約の終了後５年間保管する。 

６ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、事業所に

て、当該利用者に関する第５項のサービスに関する実施記録を閲覧できる。 

７ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、当該利用

者に関する第５項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができる。この場

合において、事業者は実費相当額を請求することができる。 

 

第１４条（身元引受人） 

１ 事業者は、利用者の家族に対し身元引受人を求めることとする。ただし、社会通念

上利用者の家族に身元引受人を立てることのできない相当の理由が認められる場合

は、その限りではない。 

２ 身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用

者と連帯して履行の責任を負う。 

３ 身元引受人は前項の責任のほか、次の各号の責任を負う。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよ

うに協力すること。 

（２）契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切

な受け入れ先の確保に努めること。 
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（３）利用者が死亡した場合の遺体および遺留金品の処理その他の必要な措置。 

（４）身元引受人は、利用者に係る緊急時の連絡先となる。 

 

第１５条（連帯保証人） 

１ 事業者は、利用者に対し連帯保証人を求めることとする。ただし、社会通念上利用

者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限り

ではない。 

２ 連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、身元

引受人と共に履行の責任を負う。 

３ 連帯保証人の負担は、極度額６１万円を限度とする。 

 

第１６条（個人情報の保護） 

１ 事業者および事業所の職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者または身元

引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由

なく第三者に漏さない。この守秘義務は契約終了後も同様とする。 

２ 事業者は、事業所の職員が退職後も、就業中に業務上知り得た利用者または身元引

受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由な

く第三者に漏らすことのないように必要な措置を講じる。 

３ 事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、関係機関や各

団体等に対し、利用者またはその家族の個人情報を提供しない。 

 

第１７条（賠償責任） 

１ 事業者は、サービス提供に当って故意または過失により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する。 

  ただし、利用者に故意または過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を

斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとす

る。 

２ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、賠償責任を負わない。とりわけ

以下の各号に該当する場合には事業者は損害賠償責任を免れる。 

（１）利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場

合。 

（２）利用者がサービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

（３）利用者が急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に
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もっぱら起因して損害が発生した場合。 

（４）利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合。 

３ 居室または備品等について、利用者による故意または重大な過失により通常の保 

守･管理の程度を超える補修が必要となった場合には、利用者または身元引受人な 

らびに連帯保証人はその費用を負担する。 

 

第１８条（緊急時の対応） 

１ 事業者は、主治医に連絡をとり、利用者が専門的な医療機関での受診が必要と認め

た場合、または思いがけない事態（内科的急変、転倒等による骨折・受傷）を生じ

た場合は、主治医または、協力医療機関に診療を依頼する。 

２ 前項の状況になったとき事業者は利用者に説明し、かつ身元引受人または緊急時連

絡先に対し、早急に連絡する。連絡がつかなかった場合は、事後に至ることもある。 

３ 前２項にかかわらず、心身が急変し、緊急の処置が必要と判断した場合、人命優先

で直ちに主治医または、協力医療機関に搬送し、身元引受人に連絡する。 

 

第１９条（相談・苦情対応） 

  事業者は、利用者または身元引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他の関係 

者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、事業所の設備またはサービスに関す 

る利用者および身元引受人の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。 

 

第２０条（身体の拘束等） 

  事業者は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。ただし、事業所の「身体 

拘束廃止に関する指針」に基づき、緊急時やむを得ない場合は、身体拘束その他利用 

者の行動を制限する行為を行うことがある。 

 

第２１条（虐待防止に関わる事項） 

１ 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の項目に掲げる措置を講 

じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止の為の指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員による虐待を受けたと思われる利用 

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 
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第２２条（裁判管轄） 

   この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者ならびに身

元引受人は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予

め合意する。 

 

第２３条（感染症の予防及びまん延の防止） 

   事業所において感染症または食中毒が発生し、まん延しないように措置を講じる。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催。 

（２）従業員への委員会結果の周知。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。 

（４）研修・訓練(シュミレーション)の実施。 

 

第２４条（業務継続計画） 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施する

ため、また非常時の体制で早期の業務再開を図る為の業務継続計画（BCP）を策定し、

当該業務継続計画に従い、以下の通りに必要な措置を講じるものとする。 

 １ 業務継続計画の策定、および定期的な計画の見直し。 

 ２ 従業員への業務継続計画の周知。 

 ３ 研修・訓練（シュミレーション）の実施。 

 

第２５条（その他運営に関する留意事項） 

事業所は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者につ

いて、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 上記の契約を証するため本書３通を作成し、身元引受人、事業者、連帯保証人が署名

押印の上、１通ずつ保有するものとする。 
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契約締結日       年    月    日 

 

   事業者 

     〈事業者名〉     社会福祉法人 篤心会 

     〈住所〉       須賀川市和田字沓掛４８－１ 

     〈代表者名〉     理事長   津田 達徳       ㊞ 

 

事業所 

  〈事業所名〉     小規模多機能型居宅介護事業所  

エルピス玉川 

  〈住所〉       石川郡玉川村大字小高字南畷１９－１ 

  〈管理者〉        藤田 藤子           ㊞ 

 

   利用者 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   身元引受人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   連帯保証人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

 

 【本契約書第１０条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

氏  名                        （続柄     ） 

住  所  

電話番号  

お支払い方法 銀行振込  ・  銀行引き落とし   
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別紙（重要事項） 

令和７年３月１日現在 

 

◎ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 篤心会 

法人所在地 須賀川市和田字沓掛４８番１ 

代表者名 理事長 津田 達徳 

電話番号 ０２４８―９４－８１００ 

 

◎ 事業所 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス玉川 

事業所の所在地 石川郡玉川村大字小高字南畷１９－１ 

管理者名 藤田 藤子 

電話番号 ０２４７－３７－１５１１ 

ＦＡＸ番号 ０２４７－３７－１５２２ 

 

◎ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援または要介護者状態となった利用者が、可能な限りそ

の自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環

境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行う事

により利用者の日々の暮らしの支援を行い、孤立感の解消およ

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体および精神的負

担の軽減を図ることを目的とする。 

運営の方針 

 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サービス、および宿泊サービスを柔軟

に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援する。 

 

 

 



 10 

◎ 事業所の概要 

（１）主な設備 

   食堂兼居間     ４４．７２ ㎡ 調 理 室    １３．２５ ㎡ 

   浴   室      ９．９３ ㎡ 脱 衣 室    １２．４１ ㎡ 

 

（２）居室 

   居室（洋室）      ８．２３ ㎡（２室）  ７．４５ ㎡（１室） 

（洋室）     ７．４５ ㎡（２室） 

  ※利用者の居室は原則個室（定員１名）とする。ただし、処遇上必要と認められる場

合は定員２名とすることができる。 

 

（３）職員体制 

従業員の種類 定 数 業 務 内 容 備 考 

管理者 １名 ・運営管理  

介護支援専門員 

計画作成担当者 

１名以上 ・生活相談並びに支援 

・個人別計画作成、関係機関との連絡

調整 

兼務 

看護師 １名 ・利用者の健康状態把握 

・かかりつけ医等の関係医療機関との

連携 

 

介護職員 ６名以上 ・利用者の心身の状況等を的確に把握  

し、介助を行う 

 

 

（４）営業日および営業時間 

  ①営業日     年中無休 

  ②営業時間 

   ・通いサービス（基本時間）   ９時３０分～１６時００分 

   ・宿泊サービス（基本時間）  １７時００分～ ９時００分 

   ・訪問サービス（基本時間）  ２４時間 

   ※緊急時および必要時においては柔軟に通い、訪問および宿泊サービスを提供する。 

 

（５）利用定員 

   登録定員は２５名とする。 

   ・通いサービス定員 1日 １５名 

   ・宿泊サービス定員 1日  ５名 
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（６）サービス内容 

  ①通いサービス 

   事業所において、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

  （日常生活の援助） 

日常生活動作能力に応じて、移動、移乗介助、通院介助等必要な介護を提供する。 

  （食事） 

食事の準備、後片付け、及び食事の提供、摂取介助を実施する。また、希望に応

じ、調理室や食堂において職員と一緒に調理をすることができる。 

（入浴） 

入浴時間、頻度等を利用者や家族と協議し、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、洗体

の介助、入浴サービスを提供する。 

  （排泄） 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適

切な援助を行う。 

  （健康チェック） 

    血圧測定等利用者の全身状態の把握を行う。 

  （機能訓練） 

    利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努める。 

また、利用者の心身の活性化を図るために、レクリエーションやアクティビティ、 

園芸活動や趣味活動への援助を行うとともに、外出の機会の確保や利用者の意向を 

踏まえた地域社会生活継続のための支援を行う。 

  （送迎サービス） 

    基本的に利用者の送迎は、ご家族様の送迎となる。 

ただし家庭の事情や生活環境により送迎が困難な場合には、随時対応する。 

  ②訪問サービス 

    利用者の自宅へお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を 

提供する。 

  ③宿泊サービス 

    事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練 

を提供する。 

 

◎ 送迎地域 

 玉川村全域 （他市町村からのご利用の場合は、地域外送迎有） 

 

◎ 利用料金 

 介護保険負担割合証の利用者負担の割合(１割、２割・３割)に応じて利用料金が異なる。 
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（１）基本料金（介護保険適用費目） 

要介護区分 
1月あたりの自己負担額 

1割  2割  3割 

要介護１ １０，４５８円 ２０，９１６円 ３１，３７４円  

要介護２ １５，３７０円 ３０，７４０円 ４６，１１０円  

要介護３ ２２，３５９円 ４４，７１８円 ６７，０７７円  

要介護４ ２４，６７７円 ４９，３５４円 ７４，０３１円  

要介護５ ２７，２０９円 ５４，４１８円 ８１，６２７円  

※月の途中から登録した場合や月の途中で登録を終了した場合には、登録期間に応じて 

  日割りした利用料となる。 

 

（２）加算料金 

 ・初期加算                １日あたり  (１割)      ３０円  

(２割)      ６０円 

(３割)      ９０円 

 

・看護職員配置加算（Ⅰ）         １月あたり  （１割）  ９００円 

                              （２割）１,８００円 

                              （３割）２,７００円 

 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     １月あたり    （１割）  ７５０円 

                               （２割）１,５００円 

                               （３割）２,２５０円  

 

・訪問体制強化加算            １月あたり  （１割）１,０００円 

                              （２割）２,０００円 

                              （３割）３,０００円 

 

 

・総合マネジメント体制強化加算       １月あたり （１割）１,２００円 

                           （２割）２,４００円 

                           （３割）３,６００円 

  

・科学的介護推進体制加算         １月あたり  （１割）   ４０円 

                              （２割）    ８０円 

                              （３割）   １２０円 
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・認知症加算(Ⅲ)            １月あたり（１割）   ７６０円 

※認知症日常生活自立度 Ⅲ以上の場合           （２割） １，５２０円 

                             （３割） ２，２８０円 

 

・認知症加算(Ⅳ)            １月あたり（１割）   ４６０円 

※認知症日常生活自立度 要介護 2に該当しⅡ以上の場合   （２割）   ９２０円 

                             （３割） １，３８０円 

 

・介護職員等処遇改善加算        所定単位数に１４．９％乗じた金額 

 

 

（３）その他の料金（介護保険適用外費目） 

   ・食   費      朝食         １食あたり        ３５０円 

             昼食         １食あたり        ５５０円 

             夕食         １食あたり        ５５０円 

   ・宿泊費                 １泊あたり      １，８００円 

   ・送迎費（送迎地域外）          １㎞あたり         ３５円 

 ・電気器具持込使用料（持込台数毎）    １ｗあたり         ２５円 

・テレビ貸出料（延べ日数）         １Ｗあたり         ２５円 

     ・その他（理美容代、個別外出時の費用等）                       実  費 

※また、レクリエーション等による材料費が発生した際、自費負担をお願いする場合が 

ある。 

 

（４）償還払い 

  介護認定申請前にサービスを受けた時や保険料の未納等にて償還払いの対象になった

場合、利用者が介護保険サービスの費用の全額をいったん支払い、あとで市町村から給

付分の払い戻しを受ける償還払いの規定が適用される。 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

  利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出るものとする。 

  事業者は、利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況に

より、利用者の希望する日時にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を利用

者に提示して協議するものとする。 
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◎ 相談、要望、苦情等の窓口 

利用に関する相談、要望、苦情等はサービス責任者か下記窓口までお申し出下さい。 

電話番号     ０２４７－３７－１５１１ 

   苦情解決責任者  管  理  者     藤田 藤子 

   苦情受付担当者  介護支援専門員     成海 美紀江 

   苦情受付第三者委員 玉川役場 小原 幸春    （０２４７－５７－４６２３） 

   苦情受付第三者委員 地域代表 車田 幸司    （０２４７－５７－２３７７） 

行政の問い合わせ先 玉川村役場健康福祉課     （０２４７－５７－４６２３） 

             福島県運営適正化委員会   （０２４－５２３－２９４３） 

             国保連介護福祉課苦情相談窓口（０２４－５２８－００４０） 

 

◎ 虐待防止の窓口 

虐待防止責任者  管  理  者   藤田 藤子 

虐待防止担当者  介護支援専門員   成海 美紀江 

 

◎ 運営推進会議の設置 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい 

て定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、

下記の通り運営推進会議を設置する。 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ

ー職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催：２ヶ月に１回開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成する。 

 

◎ 事故発生時の対応 

（１）利用者に事故が発生した場合は、速やかに家族並びに市町村（保険者）等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。  

◎ 非常災害の対応 

 火災通報装置等の設備があり、また、随時避難訓練を行い適切に対応する。 
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（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス玉川 

利用契約書 

 

           様 （以下、「利用者」という。）と社会福祉法人篤心会（以下

「事業者」という。）は、事業者が利用者に対して行う介護予防小規模多機能型居宅介

護サービスについて、次のとおりに契約する。 

 

第１条（契約の目的） 

１ 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的として、第３条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供する。 

２ 事業者が利用者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金などの重

要事項は【別紙（重要事項）】に定めるとおりとする。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は     年  月  日から利用者の要介護認定の有効

期間満了日までとする。 

２ 契約期間満了の７日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申

し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要支援状態と認定された場合、

契約は更新されるものとする。 

 

第３条（居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画の作成・変更） 

１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「介護予防サービ

ス計画」および「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」を作成する。 

２ 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、小規模多

機能型居宅介護の目標を設定し、「介護予防サービス計画」および「介護予防小規模

多機能型居宅介護計画」に基づき計画的に行う。 

３ 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により援助目標や

具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または利用者もしくはその家族等

の要請に応じて、介護予防サービス計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画に

ついて変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合

には、利用者およびその家族等と協議して介護予防サービス計画および介護予防小規

模多機能型居宅介護計画を変更するものとする。 

４ 前項の変更に際して、医療系のサービス等介護予防サービス計画の変更が必要とな

る場合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行う。 

５ 事業者は、介護予防サービス計画および介護予防小規模多機能型居宅介護の作成お



 2 

よび変更に当たっては、利用者およびその家族に対して説明し、同意を得た上で決定

するものとする。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において利用

者に対して日常生活上の世話および機能訓練を提供するサービス（以下、「通いのサ

ービス」という）利用者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下、「訪問サー

ビス」という）および事業者のサービス拠点に宿泊するサービス（以下、「宿泊サー

ビス」という）を柔軟に組み合わせ、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に沿って

提供する。 

 

第５条（契約の開始） 

  利用と同時に契約を結び、サービスの提供を開始する。 

 

第６条（契約の終了） 

１ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。 

（１）利用者が死亡した場合。 

（２）要介護認定により利用者の心身の状況が自立（非該当）と判定された場合。 

 

第７条（利用者からの中途解約・契約解除） 

１ 利用者は事業者に対して７日間の予告期間をおいて、この契約を解約することがで

きる。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができる。 

  ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ち

にこの契約を解約することができる。 

２ 次の事由に該当した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができる。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

 

第８条（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。 

（１）利用者が契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その結果契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合。 
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（２）利用者が、事業者に支払うべきサービス利用料を正当な理由なく３ヶ月以上遅延

し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合。 

（３）利用者またはその家族が事業者や事業所の職員または他の利用者に対してこの契

約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

（４）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他の関係者が、故意

に介護保険法その他諸法令に抵触するもしくは著しく常識を逸脱する行為をなし、

またはそのような行為を事業所に求め、事業所の再三の申し入れにも係わらず改善

の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難な場合。 

（５）利用者または身元引受人および連帯保証人ないし家族、その他関係者が、故意も 

  しくは重大な過失により事業者もしくはサービス提供者の説明・身体・財産・信用 

  等の侵害・毀損、または著しい背信行為もしくは度重なる罵倒・暴言・脅迫等によ 

  り信頼関係を破壊し、本契約を継続することが著しく困難な場合。 

 

第９条（契約終了時の援助） 

 契約の解除または終了する場合には、事業者は予め居宅介護支援事業者に対する情 

報の提供を行うとともに、その他の保健医療サービスまたは福祉サービス提供者等と 

連携し、利用者に対して必要な援助を行う。 

 

第１０条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【別紙（重要事項）】に定める、利用者負担金を

支払う。 

２ サービス利用料は月額制とする。月途中から登録した場合、または月途中から登録

を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払う。 

３ 事業者は、当月の利用者負担金の合計額を請求書に明細を付して、翌月１５日まで

に利用者に通知する。 

４ 利用者は当月の料金額を翌月２５日までに銀行振込・銀行引き落としのいずれかの

方法で支払う。 

５ 事業者は、料金の支払いを受けたときは、領収書を発行する。 

 

第１１条（利用の中止、変更、追加） 

１ 利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができる。この場合には、原則としてサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出るものとする。 

２ 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業

者の稼働状況により、利用者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利

用可能日時を利用者に提示して協議するものとする。 
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第１２条（利用料金の変更） 

１ 事業者は、利用者または身元引受人に対して、１ヶ月前までに文書で通知すること

により利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができる。ただし、介護保険

改正による場合はやむを得ず１ヶ月に満たない場合もある。 

 ２ 利用者および身元引受人および連帯保証人は料金の変更を承諾する場合、事業者

の作成した【別紙（重要事項）】を差し替え、保管することとする。 

 

第１３条（事業者およびサービス従事者の義務） 

１ 事業者および従業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全・

確保に配慮するものとする。 

２ 事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めるも

のとする。 

３ 事業者は、自ら提供する介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うととも

に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るものとする。 

４ 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図るものとする。 

５ 事業者は、利用者に対する介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を

作成し、この契約の終了後５年間保管する。 

６ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、事業所に

て、当該利用者に関する第５項のサービスに関する実施記録を閲覧できる。 

７ 利用者または身元引受人および、これらの方から許可を受けた家族等は、当該利用

者に関する第５項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができる。この場

合において、事業者は実費相当額を請求することができる。 

 

第１４条（身元引受人） 

１ 事業者は、利用者の家族に対し身元引受人を求めることとする。ただし、社会通念

上利用者の家族に身元引受人を立てることのできない相当の理由が認められる場合

は、その限りではない。 

２ 身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用

者と連帯して履行の責任を負う。 

３ 身元引受人は前項の責任のほか、次の各号の責任を負う。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよ

うに協力すること。 

（２）契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切

な受け入れ先の確保に努めること。 
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（３）利用者が死亡した場合の遺体および遺留金品の処理その他の必要な措置。 

（４）身元引受人は、利用者に係る緊急時の連絡先となる。 

 

第１５条（連帯保証人） 

１ 事業者は、利用者に対し連帯保証人を求めることとする。ただし、社会通念上利用 

者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りで 

はない。 

２ 連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、身元

引受人と共に履行の責任を負う。 

３ 連帯保証人の負担は、極度額１２万円を限度とする。 

 

第１６条（個人情報の保護） 

１ 事業者および事業所の職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者または身元

引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由

なく第三者に漏さない。この守秘義務は契約終了後も同様とする。 

２ 事業者は、事業所の職員が退職後も、就業中に業務上知り得た利用者または身元引

受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他関係者に関する個人情報を正当な理由な

く第三者に漏らすことのないように必要な措置を講じる。 

３ 事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、関係機関や各

団体等に対し、利用者またはその家族の個人情報を提供しない。 

 

第１７条（賠償責任） 

１ 事業者は、サービス提供に当って故意または過失により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する。 

  ただし、利用者に故意または過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を

斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとす

る。 

２ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、賠償責任を負わない。とりわけ

以下の各号に該当する場合には事業者は損害賠償責任を免れる。 

（１）利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場

合。 

（２）利用者がサービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

（３）利用者が急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に
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もっぱら起因して損害が発生した場合。 

（４）利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合。 

３ 居室または備品等について、利用者による故意または重大な過失により通常の保 

守･管理の程度を超える補修が必要となった場合には、利用者または身元引受人な 

らびに連帯保証人はその費用を負担する。 

 

第１８条（緊急時の対応） 

１ 事業者は、主治医に連絡をとり、利用者が専門的な医療機関での受診が必要と認め 

た場合、または思いがけない事態（内科的急変、転倒等による骨折・受傷）を生じた 

場合は、主治医または、協力医療機関に診療を依頼する。 

２ 前項の状況になったとき事業者は利用者に説明し、かつ身元引受人または緊急時連 

絡先に対し、早急に連絡する。連絡がつかなかった場合は、事後に至ることもある。 

３ 前２項にかかわらず、心身が急変し、緊急の処置が必要と判断した場合、人命優先 

で直ちに主治医または、協力医療機関に搬送し、身元引受人に連絡する。 

 

第１９条（相談・苦情対応） 

事業者は、利用者または身元引受人ならびに連帯保証人ないし家族、その他の関係 

者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、事業所の設備またはサービスに関す 

る利用者および身元引受人の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。 

 

第２０条（身体の拘束等） 

  事業者は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。ただし、事業所の「身体 

拘束廃止に関する指針」に基づき、緊急時やむを得ない場合は、身体拘束その他利用 

者の行動を制限する行為を行うことがある。 

 

第２１条（虐待防止に関わる事項） 

１ 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の項目に掲げる措置を講 

じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止の為の指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員による虐待を受けたと思われる利用 

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 
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第２２条（裁判管轄） 

  この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者ならびに身元 

引受人は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合 

意する。 

 

第２３条（感染症の予防及びまん延の防止） 

  事業所において感染症または食中毒が発生し、まん延しないように措置を講じる。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催。 

（２）従業員への委員会結果の周知。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。 

（４）研修・訓練(シュミレーション)の実施。 

 

第２４条（業務継続計画） 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施する

ため、また非常時の体制で早期の業務再開を図る為の業務継続計画（BCP）を策定し、

当該業務継続計画に従い、以下の通りに必要な措置を講じるものとする。 

 １ 業務継続計画の策定、および定期的な計画の見直し。 

 ２ 従業員への業務継続計画の周知。 

 ３ 研修・訓練（シュミレーション）の実施。 

 

第２５条（その他運営に関する留意事項） 

事業所は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者につ

いて、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 上記の契約を証するため本書３通を作成し、身元引受人、事業者、連帯保証人が署名

押印の上、１通ずつ保有するものとする。 
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契約締結日       年    月    日 

 

   事業者 

     〈事業者名〉     社会福祉法人 篤心会 

     〈住所〉       須賀川市和田字沓掛４８－１ 

     〈代表者名〉     理事長   津田 達徳       ㊞ 

 

事業所 

  〈事業所名〉     小規模多機能型居宅介護事業所  

エルピス玉川 

  〈住所〉       事業所所在地 

  〈管理者〉        藤田 藤子           ㊞ 

 

   利用者 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   身元引受人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

   連帯保証人 

     〈住所〉 

     〈氏名〉                         ㊞ 

 

 

 【本契約書第１０条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

氏  名                        （続柄     ） 

住  所  

電話番号  

お支払い方法 銀行振込  ・  銀行引き落とし 
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別紙（重要事項） 

令和６年６月１日現在 

 

◎ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 篤心会 

法人所在地 須賀川市和田字沓掛４８番１ 

代表者名 理事長 津田 達徳 

電話番号 ０２４８―９４－８１００ 

 

◎ 事業所 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護事業所 エルピス玉川 

事業所の所在地 石川郡玉川村大字小高字南畷１９－１ 

管理者名 藤田 藤子 

電話番号 ０２４７－３７－１５１１ 

ＦＡＸ番号 ０２４７－３７－１５２２ 

 

◎ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援または要介護者状態となった利用者が、可能な限りそ

の自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環

境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行う事

により利用者の日々の暮らしの支援を行い、孤立感の解消およ

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体および精神的負

担の軽減を図ることを目的とする。 

運営の方針 

 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サービス、および宿泊サービスを柔軟

に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援する。 

 

 

 



 10 

◎ 事業所の概要 

（１）主な設備 

   食堂兼居間     ４４．７２ ㎡ 調 理 室    １３．２５ ㎡ 

   浴   室      ９．９３ ㎡ 脱 衣 室    １２．４１ ㎡ 

 

（２）居室 

   居室（洋室）      ８．２３ ㎡（２室）  ７．４５ ㎡（１室） 

（洋室）     ７．４５ ㎡（２室） 

  ※利用者の居室は原則個室（定員１名）とする。ただし、処遇上必要と認められる場

合は定員２名とすることができる。 

 

（３）職員体制 

従業員の種類 定 数 業 務 内 容 備 考 

管理者 １名 ・運営管理  

介護支援専門員 

計画作成担当者 

１名以上 ・生活相談並びに支援 

・個人別計画作成、関係機関との連絡

調整 

兼務 

看護師 １名 ・利用者の健康状態把握 

・かかりつけ医等の関係医療機関との

連携 

 

介護職員 ６名以上 ・利用者の心身の状況等を的確に把握  

し、介助を行う 

 

 

（４）営業日および営業時間 

  ①営業日     年中無休 

  ②営業時間 

   ・通いサービス（基本時間）   ９時３０分～１６時００分 

   ・宿泊サービス（基本時間）  １７時００分～ ９時００分 

   ・訪問サービス（基本時間）  ２４時間 

   ※緊急時および必要時においては柔軟に通い、訪問および宿泊サービスを提供する。 

 

（５）利用定員 

   登録定員は２５名とする。 

   ・通いサービス定員 1日 １５名 

   ・宿泊サービス定員 1日  ５名 
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（６）サービス内容 

  ①通いサービス 

   事業所において、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

  （日常生活の援助） 

日常生活動作能力に応じて、移動、移乗介助、通院介助等必要な介護を提供する。 

  （食事） 

食事の準備、後片付け、及び食事の提供、摂取介助を実施する。また、希望に応

じ、調理室や食堂において職員と一緒に調理をすることができる。 

（入浴） 

入浴時間、頻度等を利用者や家族と協議し、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、洗体

の介助、入浴サービスを提供する。 

  （排泄） 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適

切な援助を行う。 

  （健康チェック） 

    血圧測定等利用者の全身状態の把握を行う。 

  （機能訓練） 

    利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努める。 

また、利用者の心身の活性化を図るために、レクリエーションやアクティビティ、 

園芸活動や趣味活動への援助を行うとともに、外出の機会の確保や利用者の意向を 

踏まえた地域社会生活継続のための支援を行う。 

  （送迎サービス） 

    基本的に利用者の送迎は、ご家族様の送迎となる。 

ただし家庭の事情や生活環境により送迎が困難な場合には、随時対応する。 

  ②訪問サービス 

    利用者の自宅へお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を 

提供する。 

  ③宿泊サービス 

    事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練 

を提供する。 

 

◎ 送迎地域 

 玉川村全域 （他市町村からのご利用の場合は、地域外送迎有） 

 

◎ 利用料金 

 介護保険負担割合証の利用者負担の割合(１割、２割・３割)に応じて利用料金が異なる。 
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（１）基本料金（介護保険適用費目） 

要介護区分 
1月あたりの自己負担額 

1割  2割  3割 

要支援１ ３，４５０円 ６，９００円 １０，３５０円 

要支援２ ６，９７２円 １３，９４４円 ２０，９１６円 

※月の途中から登録した場合や月の途中で登録を終了した場合には、登録期間に応じて 

  日割りした利用料となる。 

 

（２）加算料金 

 ・初期加算                １日あたり  (１割)      ３０円  

(２割)      ６０円 

(３割)      ９０円 

 

・看護職員配置加算（Ⅱ）         １月あたり  （１割）  ７００円 

                              （２割）１,４００円 

                              （３割）２,１００円 

 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      １月あたり   （１割）  ７５０円 

                               （２割）１,５００円 

                               （３割）２,２５０円  

  

・総合マネジメント体制強化加算       １月あたり  （１割）１,２００円 

                           （２割）２,４００円 

                           （３割）３,６００円 

  

・科学的介護推進体制加算         １月あたり  （１割）   ４０円 

                              （２割）    ８０円 

                              （３割）   １２０円 

 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）      所定単位数に１４．９％乗じた金額 

 

 

（３）その他の料金（介護保険適用外費目） 

   ・食   費      朝食         １食あたり        ３５０円 

             昼食         １食あたり        ５５０円 

             夕食         １食あたり        ５５０円 
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   ・宿泊費                 １泊あたり      １，８００円 

   ・送迎費（送迎地域外）          １㎞あたり         ３５円 

 ・電気器具持込使用料（持込台数毎）    １ｗあたり         ２５円 

・テレビ貸出料（延べ日数）         １Ｗあたり         ２５円 

     ・その他（理美容代、個別外出時の費用等）                       実  費 

※また、レクリエーション等による材料費が発生した際、自費負担をお願いする場合が 

ある。 

 

（４）償還払い 

  介護認定申請前にサービスを受けた時や保険料の未納等にて償還払いの対象になった

場合、利用者が介護保険サービスの費用の全額をいったん支払い、あとで市町村から給

付分の払い戻しを受ける償還払いの規定が適用される。 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

  利用者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出るものとする。 

  事業者は、利用者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況に

より、利用者の希望する日時にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を利用

者に提示して協議するものとする。 

 

◎ 相談、要望、苦情等の窓口 

利用に関する相談、要望、苦情等はサービス責任者か下記窓口までお申し出下さい。 

電話番号     ０２４７－３７－１５１１ 

   苦情解決責任者  管  理  者     藤田 藤子 

   苦情受付担当者  介護支援専門員     成海 美紀江 

   苦情受付第三者委員 玉川役場 小原 幸春    （０２４７－５７－４６２３） 

   苦情受付第三者委員 地域代表 車田 幸司    （０２４７－５７－２３７７） 

行政の問い合わせ先 玉川村役場健康福祉課    （０２４７－５７－４６２３） 

             福島県運営適正化委員会   （０２４－５２３－２９４３） 

             国保連介護福祉課苦情相談窓口（０２４－５２８－００４０） 

 

 

◎ 虐待防止の窓口 

虐待防止責任者  管  理  者   藤田 藤子 

虐待防止担当者  介護支援専門員   成海 美紀江 
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◎ 運営推進会議の設置 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい 

て定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、

下記の通り運営推進会議を設置する。 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ

ー職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催：２ヶ月に１回開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成する。 

 

◎ 事故発生時の対応 

（１）利用者に事故が発生した場合は、速やかに家族並びに市町村（保険者）等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。  

 

◎ 非常災害の対応 

 火災通報装置等の設備があり、また、随時避難訓練を行い適切に対応する。 

 


